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東海第二発電所

火災による損傷防止

（非難燃ケーブルの対応：コメント回答）

平成２９年６月２２日

日本原子力発電株式会社

資料１－１－１
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火災の定義 設計の考え方 試験目的 耐延焼性試験

外部の火災 加熱源は
複合体外
部

外部被覆となる防火シート（不
燃材）により，外部の火災から
の伝熱による複合体内部の
ケーブルの損傷及び発火を抑
制

・防火シートの遮炎性により火炎
が内部ケーブルに直接曝され
ないことを確認
・難燃ケーブルと損傷長を比較

・ケーブルと防火シートを極力密着
させた状態で，複合体の外から
バーナで加熱
・内部ケーブルの損傷長を確認

伝熱により内部ケーブルが発火
しても加熱源除去後ケーブルの
延焼が停止することを確認

・ケーブルと防火シートの間に酸素
が十分に供給できるように隙間を
設けた状態で，複合体内部のケー
ブルをバーナで直接加熱
・バーナによる加熱を停止後，延焼
が停止すること（燃え止まること）
を確認

内部の火災 加熱源は
複合体内
部

過電流発火に対し，複合体内
部の酸素量を抑制することに
より延焼を抑制

過電流発火後，過電流が解消し
た場合，酸素の抑制により延焼
が停止することの確認

「外部の火災」と「内部の火災」の定義を明確にするとともに，耐延焼性試験との関係について整理
「外部の火災」からの伝熱による複合体内部のケーブルの損傷及び発火は「外部の火災」として整理
なお，発火に対する耐延焼性は，「加熱源が複合体の内部にある場合の耐延焼性試験」で確認

複合体内部，外部の火災試験にＩＥＥＥ３８３を適用する説明を整理して示すこと。

1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 （１／１０） 【№469-1】

「外部の火災」
外部からの伝熱による内部ケーブルの損傷（延焼）

外部からの伝熱により内部ケーブルが発火した場合の延焼

「内部の火災」 内部ケーブルが過電流発火した場合のケーブルの延焼

加熱源が複合体の外部にあ
る場合の耐延焼性試験

加熱源が内部にある場合の
耐延焼性試験
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審査会合における指摘事項に対する回答（２／１０） 【№469-1】

IEEE383は難燃ケーブルの型式試験であり，複合体の燃焼試験には直接，適用できるものではない。
しかしながら，加熱条件（バーナ熱量や加熱時間）については，これを参考にできるため，試験全体の考え
方も含めて以下に整理

【複合体外部の火災について】
•加熱源が複合体外部にある場合の耐延焼性については，燃焼の３要素のうち熱（火炎）を遮断することで達成
•この確認として，①防火シートの遮炎性と，②難燃ケーブルと同等以上の耐延焼性を確認
•①については，建築基準法で求められる不燃材としての防火シートの加熱試験を実施し健全性を確認
•②のうち，外部からの火炎（伝熱）によりケーブルが損傷する形態は，難燃ケーブルが外部から加熱される形態
と同じと考えられるため，IEEE383の加熱条件を採用し，損傷距離を難燃ケーブルと比較

設計目標 設計項目 設計の考え方 確認事項 確認方法 判定基準

外部の火災
に対する難燃
性能

難燃ケーブルと
同等以上の難
燃性能

耐延焼性
燃焼の3要素のうち
熱（火炎）を遮断

①防火シートの
遮炎性の維持

実機火災荷重を考慮
した防火シート加熱試験
（ISO834加熱曲線）

防火シート重ね部加熱
試験（建築基準法遮炎
性試験）

防火シート損傷，火
炎噴出がないこと

防火シート重ね部か
らの火炎噴出がない
こと

②難燃ケーブル
と同等以上の
耐延焼性

ａ．耐延焼性試験（伝熱による
損傷）（難燃ケーブルの耐延
焼性試験と同じ加熱条件
バーナ熱量20kW，加熱時間
20分）

ケーブル損傷長が難
燃ケーブル未満

b.耐延焼性試験（伝熱による発火）
（内部の火災の耐延焼性試験④にて確認）

複合体は外部被覆となる防火シートの遮炎性によ

り，内部ケーブルを防護

防火シートからの伝熱により内部ケーブルが延焼

しないことを損傷長により確認

内部ケーブルが伝熱により発火する場合の耐延焼

性は，設計目標Ⅱの耐延焼性として確認

：ケーブルの損傷距離を難燃ケーブルと比較するた
め，難燃ケーブルの耐延焼性試験と同じ加熱条
件で複合体の耐延焼性を比較

設計仕様
非難燃ケーブル，
ケーブルトレイを
不燃材の防火
シートにより被覆
防火シート重ね
代の形成
結束ベルトによる
防火シートの固
定

２．回答
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審査会合における指摘事項に対する回答（３／１０） 【№469-1】

【複合体内部の火災について】
•加熱源が複合体内部にある場合の耐延焼性については，燃焼の３要素のうち酸素量を抑制する設計
•火災原因は，過電流による発火及び複合体外部からの伝熱により内部ケーブル発火を想定
•この確認として，③（過電流火災発生時の）防火シートによる酸素量抑制空間の維持確認，④ケーブルの耐延
焼性を確認
•③については，過電流発火模擬による防火シートの健全性確認試験を実施し防火シートの健全性を確認
•④については，複合体内部の非難燃ケーブルを着火させる十分な加熱条件と加熱時間を採用（IEEE383を適用
したものではない）し，加熱源除去後の耐延焼性を確認※

※：過電流による発火は，ケーブル内部の導体からの着火であるが，絶縁材，シースともに着火するため，ケーブルを外部から直接バーナで加熱し，絶縁材，
シースを着火させた状態で模擬可能

設計目標 設計項目 設計の考え方 確認事項 確認方法 判定基準

内部の火災に
対する難燃性
能

難燃性能 耐延焼性
燃焼の3要素のうち
酸素量を抑制

③防火シートに
よる酸素量抑
制空間の維持

過電流発火模擬による
防火シートの健全性確
認

外部からの酸素供給
パスとなる防火シート
の損傷がないこと

④ケーブルの耐
延焼性

ケーブルを燃焼させ加熱源
を除去した場合，延焼が停
止することを確認する試験

ケーブルの延焼が停
止する（燃え止まる）
こと

複合体内部が燃える状態

複合体内部ケーブルの過電流発火に対し，複合

体被覆の防火シートが健全であり，酸素抑制空

間が維持されることを確認

外部の火災からの伝熱による発火に対し，複合

体内部の酸素量を抑制（防火シート，ファイアス

トッパ）による耐延焼性を確認

設計仕様
防火シート／ファ
イアストッパによ
る酸素量抑制空
間の形成
防火シートの密
着施工による複
合体内酸素量の
抑制

：内部ケーブルをバーナで直接燃焼させ，バーナ停止より，
延焼が停止することを確認
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・防火シートの遮炎性を，多段積トレイでの複合体のメリットとする説明について，難燃ケーブル発火による上段ト
レイへの影響の前提を示すこと。また，メリットとしての記載が妥当か再整理すること。

1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 （４／１０） 【№469-2 】

難燃ケーブル(取替）と複合体の火災リスク比較における防火シートの遮炎性による火災伝播抑制の優位
性について，前提条件を踏まえて再整理
その結果，防火シートの遮炎性は，対応手段を設定するための「難燃ケーブル」との比較項目から除外

2．回答

＜前提条件＞
①ケーブル火災の上段トレイへの延焼は，過電流によるケーブル火災が継続することが前提
②電気系統は，保護継電器等により地絡，短絡等に起因する過電流による過熱，焼損を防止する設計
③難燃ケーブルは難燃材で構成され，過電流に対し保護継電器の作動やケーブル溶断により過電流が遮
断された場合には延焼が停止するため，火災継続による上段トレイへの延焼リスク小

防火シートの遮炎性による上段トレイへの延焼抑制は，東海第二のトレイ敷設状態（トレイ多段数，トレ
イ間隔狭）を前提に非難燃ケーブルに対し複合体により難燃性能を確保する場合における効果として整理

防火シートの遮炎性は，対応手段を設定するための「難燃ケーブル」との比較項目から除外
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・（【No.469-2】の指摘を踏まえ，）多段トレイの記載に合わせて，“具体的方針”を修正すること。

1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 （５／１０） 【 №469-3 】

資料１－１－２「東海第二発電所 火災による損傷防止（非難燃ケーブルの対応について）の ４．
基準適合のための具体的対応方針（非難燃ケーブル）」P8を修正

STEP②－2「施工後の状態における難燃ケーブル（取替）と代替措置の火災リスク比較」から「防
火シートの遮炎性による上部トレイへの火災延焼の抑制効果を火災リスク比較項目から除外

代替措置選定理由の記載を下記のとおり適正化

＜変更前＞
・取替に伴う安全上の課題を回避でき，対象範囲において基準に適合
・施工後の取替と代替措置の火災リスク比較では有意な差なし
・東海第二のトレイ敷設の特徴を考慮した場合には代替措置による火災低減効果ありと評価

＜変更後＞
・対象範囲において基準に適合
・取替に伴う安全上の課題を回避可能
・施工後の取替と代替措置の火災リスク比較において有意な差なし

2．回答
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難燃ケーブルと比較した代替措置の火災リスクについて対象（主語）を明確にすること。

ご指摘対象資料
「東海第二発電所 火災による損傷防止（非難燃ケーブルの対応について）」のＰ８「基準適合のため
の具体的な対応方針（非難燃ケーブル）」

1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 （６／１０） 【№469-4】

資料１－１－２「東海第二発電所 火災による損傷防止（非難燃ケーブルの対応について）」のＰ８
「基準適合のための具体的な対応方針（非難燃ケーブル）」のうち，「施工後の状態における難燃ケー
ブル（取替）と代替措置の火災リスク比較」の各項目の説明文については，代替措置を主語として記載

2．回答



8

８条（火災防護）における安全機能の信頼性に係る説明と，跨ぎケーブル解消するための作業において信頼性低
下がないことを説明する

1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 （７／１０） 【№469-5】

非難燃ケーブルの難燃ケーブルへの取替にあたっては，ケーブル敷設スペース確保のため，最上段から最下段の
ケーブルを撤去した後，最下段からケーブルを順次敷設する必要がある。このため，安全機能の片系列の系統が同時
に隔離必要（下図参照）。
一方，跨ぎケーブルの対応は，予備の貫通部やケーブルトレイの余裕を利用して対象のケーブル1本づつ隔離・取替る
ことが可能。したがって，片系列の安全機能の同時隔離のような信頼性低下は生じない。

2．回答

①片系列のケーブル全隔離

②最上段のケーブル及びトレイ撤去

③下段のケーブル及びトレイ撤去

【既設トレイを使った全ケーブルの取替方法】

④最下段のケーブル撤去

⑤最下段のケーブル敷設

⑦最上段のケーブル敷設，隔離復旧

・
・・

⑥上段のトレイ設置，ケーブル敷設

維持すべき安全機
能の片系列の喪失

①跨ぎケーブルのみ隔離

③隔離を復旧して，跨ぎ解消

②跨ぎケーブル１本づつ取替
又は跨ぎ部まで引き戻してリ
ルート

【跨ぎケーブル解消方法】

【全ケーブルの取替え方法】

対象ケーブルのみ取替

敷設スペース確保のため
全ケーブル撤去が必要

安全機能喪失
なし
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跨ぎケーブル関連調査における，現場調査者の力量について説明すること。

本調査においては，当社からプラントメーカへ業務を発注する際に，その内容を工事等仕様書に明
記するとともに，同仕様書にて「適用設計基準，技術基準を熟知した者が判定すること」を要求してい
る。これを受け，プラントメーカは調査に従事するにあたって必要な力量を有していると認められた者
を選任し，当社へ力量評価書を提出している。当社は，この力量評価書をもとに，調査に従事する者
の力量を判断している。

当社 受注者

受注者へ力量を要求
「適用設計基準，技術基準を熟知した者」

当社へ力量評価書を提出
これまでの経歴を踏まえ，当社
の要求事項を満たす者を選任

力量評価書を受領
当社は，力量評価書の内容を確認し，
従事する者の力量を判断

１．指摘事項

２．回答

審査会合における指摘事項に対する回答（８／１０） 【No.469-6】
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跨ぎケーブル調査等の進捗，結果について審査の中で説明すること。

２．回答

区分

ケーブル跨ぎ箇所数（対象箇所数３２０箇所）
用途（負荷）特定済み

H28年
3月末

H29年
3月～4月

H29年
5月～

(6月16日現在)

特定済み
合計

調査中 合計

中央
制御室

パターン１
（異区分の制
御盤間の跨
ぎ）

２６ ４ ９２ １２２ ３７ １５９

ケーブ
ル

処理室

パターン２
（制御盤入線
部の跨ぎ）

６１ １０ １ ７２ ０ ７２

パターン３
（ケーブルト
レイ間跨ぎ）

３６ ２５ ６ ６７ １０ ７７

現場※ 同上 ０ ６ ４ １０ ２ １２

合計 １２３ ４５ １０３ ２７１ ４９ ３２０

平成２８年３月の指示文書報告時点で用途（負荷）の特定ができなかった３２０箇所中１９７箇所についての特定作
業状況は下記のとおり（H29年6月16日現在）。 特定作業は７月中に完了の見通し。

審査会合における指摘事項に対する回答（９／１０） 【No.469-7】

１．指摘事項

※：「中央制御室」及び「ケーブル処理室」以外の原子炉建屋を「現場」とする

ケーブルトレイ
（Ⅰ）

ケーブルトレイ
（Ⅱ）
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新旧技術基準の要求比較について，東二固有で整理すること。

敷設状況 イメージ図

旧技術基準
適合性

新技術基準
適合性

電力
ケーブル

制御・
計装
ケーブル

電力
ケーブル

制御・
計装
ケーブル

区分間の
跨ぎ無し

〇 〇 〇 〇

区分間の
跨ぎ有り

× 〇※ × ×

【区分Ⅰ～区分Ⅱ間跨ぎの例】

東海第二発電所は，電源が３区分となっており，同区分の安全系と非安全系のケーブルは同一のトレイに敷設さ
れる設計となっている。
新旧技術基準の要求比較表を当社プラント共通の敷設パターンから東海第二発電所の敷設パターンに見直した。

審査会合における指摘事項に対する回答（１０／１０） 【No.469-8】

１．指摘事項

２．回答

第１２条におい
て，安全機能を
有する系統のう
ち，安全機能の
重要度が特に
高い安全機能
を有するケーブ
ルが敷設され
たトレイ等の区
分間跨ぎ

【当社３プラント共通の敷設パターン】 【東海第二発電所の敷設パターン】

※東海第二発電所では320箇所を調査にて確認

東二の場合，同区分（例えば区分Ⅰ）の非安全系と安全系
は同一トレイに敷設されるため，（ⅱ）は跨ぎなしと同じ
東二の場合，同区分（例えば区分Ⅰ）の非安全系と安全系
は同一トレイに敷設されるため，（ⅲ）は（ⅳ）と同じ


